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全国的な少子高齢化、経済・社会のグロー

バル化、ＩＣＴの急速な進展など、私たちを

取り巻く社会状況は日々変化し、それに伴い

人 々 の 価 値 観 や 生 活 様 式 も 多 様 化 し て い ま

す。 

このような社会の変化に対応するため、本

市では教育分野において、児童生徒一人ひと

りを大切にした教育の充実、学校環境の整備

の推進、及び地域社会と協力して青少年の健

全育成を図ることにより、こどもの「生きる力」を育むまちづくりを

推進するとともに、社会教育の充実及び生涯学習の振興により、だれ

もが学べ、地域に生かせるまちづくりを推進してまいりました。 

この度、２０１８年（平成３０年）２月に策定しました本市の「教

育に関する大綱」が、２０２２年度（令和４年度）末をもって期間満

了を迎えることから、総合教育会議にて再度見直し、改定を行いまし

た。この改定は、本市の目指すべき将来像である「つながる にぎわ

う すまいるシティ 春日部」の実現に向けて、２０２３年（令和５

年）４月よりスタートする「第２次春日部市総合振興計画後期基本計

画」の内容を踏まえ、今後５年間の本市の教育、学術及び文化の振興

に関する総合的な施策の根本となる方針を示すものです。 

予測困難な変化を続ける社会状況においても、未来を担う子ども

たちに、魅力あふれる春日部をつなげていくために、これまでの取組

を引き継ぎつつ、発展させることにより、本市の教育を充実させてま

いります。  

 

２０２３年（令和５年）２月        

春日部市長 岩谷 一弘   

はじめに 
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本大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項の

規定に基づき、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の根

本となる方針について、地方公共団体の長が定めたものです。 

 

 

 

 

 

本大綱は、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を参酌し

て定めたもので、第２次春日部市総合振興計画後期基本計画の教育、学術

及び文化の振興に関する分野の基本方針として位置づけるものです。 

 

 

 

 

 

  本大綱の対象とする期間は、第２次春日部市総合振興計画後期基本計画

の 2023 年度（令和５年度）から 2027 年度（令和９年度）までの５年間を

対象期間とします。 

なお、期間中に社会情勢の変化や制度の改正などがあった場合は、必要

に応じて適宜見直しを行います。 

 

 

 

教育に関する大綱について 
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□施策における取組 

 ◇特色ある学校づくりの推進 

 ◇知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育成する学校教育の充実 

 ◇社会の変化に対応した教育の推進 

 ◇教職員の資質の向上 

 

■関連する行政計画 

◇かすかべっ子 はぐくみプラン 

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策１－２－１ 

 

 

 

 

 

□施策における取組 

 ◇一人ひとりに寄り添った支援の充実 

 ◇教育相談活動の推進 

◇いじめの未然防止、早期発見・早期解消を図る連携体制の充実 

 ◇不登校の児童生徒への支援の充実 

 

■関連する行政計画 

◇春日部市いじめ防止基本方針 

◇かすかべっ子 はぐくみプラン 

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策１－２－２ 

 

基本方針 

１ 「生きる力」を育む学校づくりの推進  

２ 一人ひとりを大切にした教育の推進  
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□施策における取組 

 ◇学習環境と施設の整備 

 ◇安全で安定した学校給食の運営 

 ◇通学路の安全確保 

 

■関連する行政計画 

 ◇春日部市学校施設長寿命化計画  

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策１－２－３ 

 

 

 

 

 

□施策における取組 

 ◇地域全体で子どもを育む環境づくりの推進 

 

■関連する行政計画 

 ◇春日部市子ども・子育て支援事業計画 

 ◇第２次春日部市生涯学習推進計画 

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策１－３－１ 

 

 

 

 

 

 

３ 充実した学校環境づくりの推進  

４ 青少年の心豊かで健全な育みの推進  
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□施策における取組 

 ◇学習内容の充実と学習活動の支援 

 ◇学習環境の充実と施設間のネットワーク強化 

 ◇社会教育関係団体の活動支援 

 

■関連する行政計画  

 ◇第２次春日部市生涯学習推進計画 

 ◇春日部市子ども読書活動推進計画  

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策３－３－１ 

 

 

 

 

 

□施策における取組 

 ◇生涯学習推進体制の充実 

 ◇生涯学習機会の充実 

 ◇学習成果を生かす機会の充実 

 

■関連する行政計画  

 ◇第２次春日部市生涯学習推進計画 

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策３－３－２ 

 

 

 

 

５ 社会教育の充実  

６ 生涯学習の振興  
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□施策における取組 

 ◇文化・芸術の魅力に触れる機会の充実 

 ◇文化・芸術団体への支援 

 ◇文化施設の整備充実 

 

■関連する行政計画  

 ◇第２次春日部市生涯学習推進計画 

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策３－４－１ 

 

 

 

 

 

□施策における取組 

 ◇文化遺産の保存と活用 

 ◇史跡神明貝塚の保存と活用 

 ◇市史編さんの継続と資料の保存と活用 

 ◇郷土資料館の充実 

 

■関連する行政計画  

 ◇史跡神明貝塚保存活用計画 

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策３－４－２ 

 

 

 

 

７ 文化・芸術の創造と振興  

８ 郷土の歴史と文化遺産の保存と活用  
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□施策における取組 

 ◇生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 ◇指導者の育成と資質の向上 

 ◇スポーツ施設の維持管理と利用の促進 

 ◇総合体育施設の計画的な整備 

 

■関連する行政計画  

 ◇春日部市体育施設整備基本計画 

 ◇春日部市スポーツ施設マネジメント計画 

 ◇春日部市総合体育施設整備基本計画 

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策３－５－１ 

 

 

 

 

 

□施策における取組 

 ◇人権尊重意識の高揚 

 ◇人権・同和教育の推進 

 

■関連する行政計画  

 ◇春日部市人権施策推進指針 

■第２次春日部市総合振興計画後期基本計画 

 ◇施策３－２－１ 

 

９ スポーツ・レクリエーション活動の推進  

１０ 人権を尊重するまちづくりの推進  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


